
   東大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例    

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３

条第１項の規定に基づき、スポーツに関する事務（学校における体育に関すること

を除く。）は、市長が管理し、及び執行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （東大和市体育施設等に関する条例の一部改正） 

２ 東大和市体育施設等に関する条例（平成５年条例第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１条中「東大和市教育委員会（以下「委員会」という。）」を「市長」に改

める。 

  第３条から第６条までの規定中「委員会」を「市長」に改める。 

  第７条第２項中「委員会」を「市長」に改め、同条第４項中「東大和市教育委

員会規則（以下「規則」という。）」を「規則」に改める。 

  第９条第４号中「委員会」を「市長」に改める。 

  第１４条中「委員会が」を「市長が」に、「委員会管理体育施設等」を「市長

管理体育施設等」に改める。 

  第１５条、第１７条及び第１９条から第２２条までの規定中「委員会」を「市

長」に改める。 

  第２３条の見出し及び同条第１項中「委員会」を「市長」に改め、同条第２項

中「委員会は」を「市長は」に、「委員会管理体育施設等」を「市長管理体育施

設等」に改め、同条第３項中「委員会が委員会管理体育施設等」を「市長が市長

管理体育施設等」に改める。 

  第２４条中「委員会が」を削る。 

  別表第５備考１の項中「委員会」を「市長」に改める。 

 （東大和市体育施設等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日前に改正前の東大和市体育施設等に関する条例の規定によ

り教育委員会がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有

するものは、改正後の東大和市体育施設等に関する条例の相当規定により市長が

した処分、手続その他の行為とみなす。 


